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「南幌きららパークキャンプ場」指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集 

南幌町では、南幌きららパークキャンプ場の設置に伴い、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）及び南幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成 17 年条例 38号）に基づく指定管理者を次のとおり募集します。 

 

２ 施設の概要 

(1) 名    称 南幌きららパークキャンプ場 

(2) 所  在  地 南幌町南９線西１４・１５番地 

(3) 施設の規模等 南幌きららパークキャンプ場指定管理業務仕様書のとおりです。 

 

３ 指定管理者が行う業務内容 

指定管理者は、次の業務を行うことになります。 

(1) 南幌きららパークキャンプ場の設置及び管理に関する条例第３条に規定される

業務の実施に関すること。 

(2) 南幌きららパークキャンプ場指定管理業務仕様書による。 

  なお、指定管理者が利用者サービスの向上を目的として、自らのノウハウを活か

して行う自主事業を行うこと。 

 

４ 業務に係る経費に関する事項 

(1) 管理運営の経費 

南幌きららパークキャンプ場の管理運営については、指定管理者による独立採

算制とし、指定管理者は、利用料金収入により管理運営を行うこととします。 

管理運営に係る収支については、指定管理者がその責任を負うことになります

ので、施設の効果的・効率的利用を促進し、収入の確保を図ってください。 

(2) 利用料金制度の採用 

地方自治法第２４４条の２の規定に基づく「利用料金制度」を採用します。 

指定期間における当該施設の利用料金については、指定管理者の収入とします。 

なお、この利用料金の額については、南幌きららパークキャンプ場の設置及び

管理に関する条例で定める額の範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が

定めることができます。 

申請時の事業計画における利用料金の額については、南幌きららパークキャン

プ場の設置及び管理に関する条例で定める額の範囲内で、申請者が妥当と考える

額で計画策定できるものとします。 

 

５ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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６ 指定管理者が行う管理の基準 

適正な管理の観点から業務運営の基本的事項は次のとおりとします。 

(1) 施設管理の基準 

開設期間、休業日、利用時間等については、南幌町と指定管理者とで協議を行

い決定するものとする。 

 (2) サービスの向上及び維持管理 

施設を常に清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を常に図り、

利用者の増加に努めてください。 

施設設備及び物品の維持管理（修繕及び更新等）を適切に行ってください。 

(3) 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きません。ただし、指定管理業務の一部を委託する場合で、あらかじめ町長の承

認を受けたときはこの限りではありません。 

(4) 個人情報の取り扱い 

指定管理者は、個人情報の適正管理に関して南幌町個人情報保護条例第４４条

の規定により、施設の管理にあたり個人情報を取り扱う場合には、その扱いに十

分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の適切な管理のために

必要な措置を講じなければなりません。 

(5) 情報公開 

指定管理者は、南幌町情報公開条例第２９条の規定により、保有する文書であ

って自己が管理する施設に関するものの公開に努めなければなりません。 

(6) 関係法令の遵守 

指定管理者は、管理運営を行うにあたっては、関係法令及び条例等を遵守し、

業務を遂行しなければなりません。 

 

７ 指定管理者と南幌町の責任分担等 

指定管理者と南幌町の責任分担（リスク分担）については、別紙１のとおりと

します。また、施設や備品等の維持管理（修繕・更新等）に要する経費は、指定

管理者が負担するものとします。ただし、建築本体及び大規模改修に係る経費に

ついては、南幌町と指定管理者において協議を行うものとします。 

 

８ 賠償責任と保険の加入 

(1) 賠償責任 

施設の管理運営を行うにあたり、指定管理者の行為が原因で利用者に損害を与え 
た場合は、国家賠償法第１条の規定により、施設の設置者である町が賠償責任を負 
うこととなります。ただし、町が負った賠償については、町が指定管理者に対して 
求償を行うことができることとなります。 

(2) 保険の加入 

指定管理者が実施する自主事業については、「全国町村会総合賠償補償保険」の 
対象外となる場合があるため、町が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」 
の内容を下回らない保険に加入しなければならないこととします。 
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９ 申請者の資格等 

(1) 申請資格 

団体であることとします。ただし、法人格の有無は問いません。 

(2) 申請の制限 

団体又はその代表者が次の各号に該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項

を準用する場合を含む。）の規定により、本町における一般競争入札等の参加を

制限されている者 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条

の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第９２条の２、同法第１

４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団及びその利益となる活動を行う者 

 (3)必要な条件等 

  ア 旅館業法の許可を得て営業すること。 

イ 業務説明会及び現地見学会に出席した団体であること。 

 

１０ 申請方法 

(1) 申請書類 

申請にあたっては、南幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例施行規則第４条に掲げる書類を提出しなければなりません。 

ア 第１号様式による申請書 

イ 申請資格を有していることを証する書類 

・法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

・非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

・定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類 

・第２号様式による申請資格に関する申立書 

・国税及び地方税の納税証明書（募集要項の配布開始日以降に交付されたもの）

又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（第２号様式） 

ウ 第３号様式による業務計画書 

業務計画書には、次の事項を掲載すること。 

・施設の管理運営に係る基本方針 

・指定期間内の年度ごとの業務計画 

・業務の具体的実施要領（管理と運営） 

・人員体制等、その他 
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エ 第４号様式による施設管理に係る収支計画書 

指定期間内の年度ごとの収支計画書を記載すること。 

オ 当該団体の経営状況を証明する書類 

・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取

引活動をしている団体のみ。） 

・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成して

いる団体のみ。） 

・現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている団

体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団

体のみ。） 

・団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

・団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相

当する書類 

 (2) 提出部数 

業務計画書及び収支計画書は正本１部、副本１０部を提出してください。その

他については各１部を提出してください。 

  (3) 留意事項 

ア 申請１団体につき１申請とします。 

イ 申請に関し必要な費用は、申請者の負担となります。 

ウ 提出された申請書類の内容を変更することはできません。 

エ 担当課が提供した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁

じます。 

オ 提出された書類は、返却しません。また、本事業者選定の実施に関する報告

等のため必要な場合を除き、申請者の許可を得なければ公表しません。 

カ 申請書類に虚偽又は不正があった場合は、失格とします。 

キ 申請書類提出後の申請を取り下げる場合は、辞退届を提出してください。 

ク 申請者名は、選定後にすべて公表します。 

ケ 提出書類の規格は、出来合いのパンフレット等を除き全てＡ４版とします。 

 

１１ 申請の手続 

(1) 提出方法 

ア 申請書類は、郵送（特定記録郵便等到達の履歴が残るものに限る。）又は持参

提出とします。 

イ 提出の際は、必ず提出書類一覧表を添付してください。 

(2) 提出場所 

南幌町役場 都市整備課土木係 

〒０６９－０２９２ 北海道空知郡南幌町栄町３丁目２番１号 

(3) 受付期間 

令和７年１２月１２日（金）から令和７年１２月３０日（火）までの間（土・

日・祝日は除く）の午前８時３０分から午後５時とします。 
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(4) 公募スケジュール 

ア 募集公告 

令和７年１２月１日（月）から１２月１０日（水） 

イ 募集要項の配布 

令和７年１２月１日（月）から１２月１０日（水） 

ウ 募集に関する質問書の受付 

令和７年１２月１日（月）から１２月２４日（水） 

エ 質問書の回答 

令和７年１２月１日（月）から１２月２６日（金） 

オ 業務説明会及び現地見学会・申請書類の配布 

令和７年１２月１１日（木）午後１時３０分 南幌きららパークキャンプ場 

※ 当日は、時間厳守でお集まりください。いかなる理由でも説明会への途中

出席は認めません。 

※ 業務説明会への出席は、指定申請の必須条件とします。 

カ 申請書類の受付 

令和７年１２月１２日（金）から令和７年１２月３０日（火） 

(5) 留意事項 

ア 募集要項等の配布 

募集要項等申請関係書類は、都市整備課土木係の窓口で配布します。 

また、南幌町ホームページからダウンロードできます。 

ホームページアドレス https://www.town.nanporo.hokkaido.jp 

イ 業務説明会及び現地見学会に参加する場合は、令和７年１２月１０日（水）

までに参加申込書を提出してください。 

提出方法は、郵送のほか、ファクス、電子メールでも可とします。あて先は、

問い合せ先と同じです。 

なお、申込書を提出された団体には、電話にて出席確認の連絡をいたします。 

ウ 募集要項等の内容に関する質問は、質問書により行ってください。 

提出方法は、郵送のほか、ファクス、電子メールでも可としますが、電話（口

頭）による質問は受け付けません。ただし、日程等の軽易な質問はこの限りで

はありません。質問に対する回答は、ファクス又は電子メールにて回答します。 

なお、審査への質問及び受付期間終了後の質問は受け付けません。 

 

１２ 指定管理者候補者の選定 

(1) 選定方法 

指定管理者候補者の選定は、第１次及び第２次の二段階審査で実施します。審

査及び選定は、「南幌町指定管理者選定委員会幹事会（以下「幹事会」という。）

及び「南幌町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行い、町長

が決定します。 

ア 第１次審査（要件審査） 

第１次審査は、資格等の要件審査を行います。資格要件等を満たした団体が
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通過します。審査の結果は、応募者全てに郵送でお知らせします。 

イ 第２次審査 

第１次審査通過者については、申請関係書類及びプレゼンテーションにより、

事業計画の内容、施設の管理能力等を総合的に審査します。 

 (2) 選定基準 

次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者とし

て選定します。 

ア 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

イ 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

ウ 業務計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模

及び能力を有していること。 

エ 収支計画書が、施設を管理運営する上で適切な内容となっていること。 

 (3) 選定結果の通知及びスケジュール 

選定結果については、第１次審査通過者全員に文書で通知します。 

ア 申請書類の受付 

令和７年１２月１２日（火）から令和７年１２月３０日（火） 

イ プレゼンテーションの実施 

令和８年１月下旬から２月上旬 

※ 第１次審査通過者が対象となります。詳細について、改めて連絡します。 

ウ 指定管理者候補者の決定（選定委員会審査結果を受け決定） 

令和８年１月下旬から２月上旬 

エ 選定結果を申請者に通知 

令和８年１月下旬から２月上旬 

オ 候補者を指定管理者に指定する議案提出（議会の議決により決定） 

令和８年２月中旬 

 

１３ 指定管理者の候補者選定後における手続等 

(1) 候補者との協議 

ア 指定管理者候補者と当該施設の管理運営業務の細目について協議を行い、協

議が整った場合は、その内容を仮協定として締結します。この場合、南幌町は

指定管理者候補者の提案に対して必要に応じ提案内容の趣旨を変更しない範囲

内において、修正を求めることができるものとし、南幌町からの修正の求めが

あった場合、指定管理者候補者は修正に応じなければなりません。 

イ 修正協議が整わない場合には、選定委員会の審査において次点となった申請

者を指定管理者候補者として協議を行います。 

(2) 指定管理者の決定 

ア 協議が整った指定管理者候補者については、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき、指定管理者として指定する議案（指定管理者に管理を行わ

せる施設の名称及び所在地、指定管理者に指定する団体等の名称及び住所、指

定の期間）を南幌町議会に提出し、議決後に指定管理者として指定します。 
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イ 指定にあたっては、指定管理者候補者に文書で通知するとともに公表をしま

す。 

ウ 南幌町議会への提案は、令和８年２月中旬を予定しています。 

(3) 指定管理者との協定書の締結 

指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を令和８年

２月末までに締結しなければなりません。 

なお、指定管理者の開始については、令和８年４月１日からとなります。 

(4) スケジュール 

ア 仮協定書の締結 

令和８年１月下旬から２月上旬 

イ 候補者を指定管理者に指定する提案 

令和８年２月中旬 

ウ 指定管理者の指定の公表 

議会議決の日の翌日以降 

エ 協定書の締結 

議会議決の日の翌日以降 

 

１４ 協定に関する事項 

 (1) 基本的な考え方 

  選定委員会の選定結果を基に第１順位の候補者と協議を行い、仮協定を締結します。 

その後、議会の議決を経て、候補者を指定管理者に指定し、指定期間全体の「基本協 

定」を締結します。基本協定の発効は、令和８年４月１日とします。 

 また、年度別の管理業務の内容等については、毎年度締結する「年度協定」におい 

て定めることとします。 

(2) 協定内容 

ア 指定期間に関する事項 

（令和８年４月１日から令和１３年３月３１日） 

イ 業務計画に関する事項 

ウ 利用料金に関する事項 

エ 事業報告及び業務報告に関する事項 

・管理業務の実施状況 

・利用状況及び利用拒否等の件数・理由 

・利用料金の収入実績 

・管理経費の収支状況 

オ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

カ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

キ 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物

品等に関する事項 

ク 損害賠償に関する事項 

ケ その他町長が必要と認める事項 



 8 

１５ その他留意事項 

(1) 指定の取消し及び協定の解除 

指定管理者が次の事項に該当するときは、指定の取消し、業務の停止、協定の

解除等をすることがあります。 

ア 指定管理者が協定に違反したと認めるとき。 

イ 業務開始前に、財務状況の悪化等により事業の履行が困難であると認められ

るとき。 

ウ 社会的信用失墜などにより指定管理者としてふさわしくないと認められると

き。 

エ その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を

継続することができないと認めるとき。 

(2) 選定委員との接触の禁止 

申請者は、選定委員に対し、本件申請についての接触をしてはなりません。接

触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。 

(3) 申請者名の公表 

選定結果として申請者名、審査結果の概要等を公表します。 

(4) 建物・敷地 

建物・敷地については、無料使用貸借を原則とします。 

(5) 従業員の雇用等 

雇用及び物資調達については、可能な限り地元から採用、調達してください。 

 

１６ 配布資料 

(1) 申請に係る様式 

(2) 南幌きららパークキャンプ場指定管理者募集要項資料 

 

１７ 問い合せ先 

〒０６９－０２９２ 北海道空知郡南幌町栄町３丁目２番１号 

南幌町役場 都市整備課土木係 

E-mail  doboku@town.nanporo.hokkaido.jp 
電話 011-398-7214 FAX 011-378-2131 
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指定管理者選定評価基準及び採点表（応募内容の評価項目及び評価配分等の考え方） 

評価項目 内  容 
評価 

（配点） 

配

点 

①町民の平等な利用の 

確保等の適正な管理 

○施設の目的や性質に応じた町民の平等な利用の確保（特定の団体等に有利又は

不利になるような差別的扱いが不当になされるおそれがないか）  

○施設管理における安全確保の手段、事故・災害時の対応  

○施設の管理業務において取り扱う個人情報の管理体制の整備状況（指定管理者

が個人情報を取り扱う業務を第三者へ委託する場合は、委託先の体制を含む。）  

○施設利用状況等の管理業務に係る情報の把握・記録・保存等の情報管理及び情

報公開の方法  

○施設の管理業務及び施設内における自主事業と他事業との区分経理などの財

務の仕組み  

○関係法令等の遵守 

1～10 10 

②施設の効用の発揮、 

サービスの向上 

○各管理業務の実施方法  

○利用促進、利用者サービス向上の手段（なんぽろ温泉ハート＆ハート及び他の

関連施設との連携や自主事業との連動による利用者の利便性向上等を含む。）  

○利用者や周辺住民の苦情・要望等の反映の仕組みなどの整備状況 

1～25 25 

➂管理経費の縮減等 

○指定管理費以外の収入の設定額とその妥当性  

○収入増のための効果的管理運営の取組みと利益の町への還元 

○管理経費を縮減させる効率的管理運営の取組み  

1～25 25 

④事業計画書に沿った

施設の管理を安定し

て行う人員、資産そ

の他の経営規模及び

能力 

○団体の資産その他の経営規模及び能力などの団体の安定性・継続性・専門性  

○同種又は類似の施設の管理運営の実績とその適正性・健全性  

○団体の理念、社会的信用、代表者や責任者の意欲・熱意  

○団体の運営における透明性や公正性（情報公開の仕組み、監査の体制や遵法管

理の仕組みなどの整備状況）  

○団体の環境保全の取組み、社会貢献等の状況  

1～15 15 

○施設の管理業務を行う人員配置及び責任体制、管理・監督体制  

○施設の管理業務を行う人材の確保及び専門性、育成体制の状況、接遇 

○指定管理者として負担すべきリスクへの対応  

1～15 15 

⑤地域経済への寄与、 

地域内雇用の確保等 

○施設の管理業務に必要な資材等の調達方法  

○施設の管理業務に必要な従業員の採用方法  

○地域活動への参加等の地域貢献  

1～10 10 

合    計 100 
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別紙１ 

リスク管理及び責任分担 

種 類 内     容 
負 担 者 

南幌町 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

需要の変動 利用者の減少、需要見込みの誤りその他事由による利用料金収

入の減 
 ○ 

地域・住民及び施設の

利用者への対応 

地域との協調、施設管理運営業務内容に対する住民及び施設利

用者からの苦情要望への対応 
 ○ 

法令の変更 施設等の設置基準の変更により施設等の新設又は改築を要する

ものなど管理運営に影響を及ぼす法令変更 
○  

管理基準の変更を要する法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由に 

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生

じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理経費における当該事情による経費の負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風雪、豪雨、洪水、地震、火災、その他町又は指

定管理者のいずれの責めに帰することのできない自然的又は人

為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加 

○  

感染症により新たに発生した管理運営の中断や対策等に要する

経費、又は不可抗力による運営費の膨張 
○ ○ 

運営リスク 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災等事故によ

る臨時休業等に伴う運営リスク 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の一部利用停止  ○ 

書類の誤り 事業計画等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

資金調達等 運営必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

安全性の確保、環境の

保全 

維持管理、運営における安全性の確保及び周辺環境の保全（応

急措置を含む。） 
○ ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等  ○ 

事業終了時の費用 指定管理者の期間が終了した場合又は期間中途において業務を

廃止した場合における事業者の撤収費用及び新しい指定管理者

への引継費用 

 ○ 

※ 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次的責任を有し、施設又は施設利用者に災害

があった場合は、迅速かつ適切に対応し直ちに南幌町に報告すること。 

※ 指定管理者と南幌町の責任分担に疑義が生じた場合は、町の指示のもと協議すること。 


	８ 賠償責任と保険の加入
	(1) 賠償責任

